
県民生活・土木交通常任委員会 

 

◎ 開催日時   平成 30年３月 12日（月） 11時 31分～14時 55分 

 

◎ 開催場所   第二委員会室 

 

◎ 説 明 員   県民生活部長および関係職員 

 

◎ 議事の概要 

 

【土木交通部所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第 20 号 滋賀県犯罪被害者等支援条例案 

    ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（２）議第 31 号 滋賀県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例案 

    ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

２ 所管事項調査 

（１）滋賀県土地利用基本計画の変更について 

（２）「希望が丘文化公園基本計画（原案）」に対して提出された意見・情報とそれらに

対する滋賀県の考え方および「希望が丘文化公園基本計画（案）」について 

（３）文化プログラムの推進について 

    委員からは、文化プログラムの取り組みを農業者にも理解してもらって参加を促

すよう取り組んでいただきたい、などの意見が出された。 

（４）新生美術館整備に係る意見聴取の概要および今後の対応について 

    委員からは、基本計画に基づいた当初の設計を追求するために 47億円を超える部

分については寄附を検討するなど、まだ可能性はあるのではないか、そんなに急い

で進める必要はないのではないか、などの意見が出された。 

（５）「滋賀県ＩＣＴ推進戦略（案）」に対して提出された意見・情報とそれらに対する

滋賀県の考え方について 

（６）琵琶湖漕艇場再整備基本計画（案）について 

 

３ 一般所管事項調査 

 

４ 委員長報告 



   委員長に一任された。 

 

  

委員会で配付された資料 

１ 滋賀県犯罪被害者等支援条例案の概要 

２  滋賀県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例案要綱 

３ 滋賀県土地利用基本計画の変更について 

４ 「希望が丘文化公園基本計画（原案）」に対して提出された意見・情報とそれらに

対する滋賀県の考え方および「希望が丘文化公園基本計画（案）」について 

５ 文化プログラムの推進について 

６ 新生美術館整備に係る意見聴取の概要および今後の対応について 

７ 滋賀県ＩＣＴ推進戦略（案）に対して提出された意見・情報とそれらに対する滋賀

県の考え方について 

８ 滋賀県立琵琶湖漕艇場再整備基本計画書（案）の概要について 


